
参
考

様
式

第
４
-７

号
（

規
則
第

5
4
条

第
１

項
第

４
号
関
係
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
列
４

）
 

 

監
査

実
施

概
要
 

 

１
 
団
体
監
理
型
技

能
実
習
の
実
施
状
況
の
実
地
で
の
確
認
に
よ
る
監
査
 

監
査

事
項
 

問
題

等
の

有
無
 

問
題

内
容
 

業
務
 

①
 
認
定

計
画

と
異

な
る

作
業

に
従

事
さ
せ

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

②
 
技
能

実
習

が
認

定
計

画
ど

お
り

に
進
捗

し
て

い
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

③
 
他
の

事
業

主
の
下
で
業
務

に
従

事
さ
せ

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

保
護
 
④

 
技
能

実
習

生
に

対
し

て
暴

行
・
脅

迫
・
監
禁

等
の
不
法

行
為
を

し
て
い
な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

そ
の

他
 

⑤
 
不
法

就
労

者
や

他
の

事
業
者
に
所

属
す

る
技

能
実

習
生

を
業

務
に
従

事
さ

せ
て

い
な

い
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑥
 
 

有
 

・
 

無
 

 

（
注
意

）
 

 
そ

の
他

の
⑥
の

欄
に
つ

い
て
は

、
①
か

ら
⑤

ま
で

の
ほ

か
に
、

団
体
監

理
型
技

能
実
習

の
実
施

状
況
の

実
地
で

の
確
認

に
よ
り

監
査
し

た
事

項
に
つ

い
て
記

載
す
る

こ
と
。

 

 ２
 
技
能
実
習
責
任

者
及
び
技
能
実
習
指
導
員
か
ら
の
報
告
に
よ
る
監
査
 

監
査

事
項
 

問
題

等
の
有
無
 

問
題

内
容
 

業
務
 

①
 
認
定

計
画

と
異

な
る

作
業

に
従

事
さ
せ

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

②
 
技
能

実
習

が
認

定
計

画
ど

お
り

に
進
捗

し
て

い
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

③
 
他
の

事
業

主
の

下
で

の
業

務
に

従
事
さ

せ
て

い
な
い
こ
と
。

 
有
 

・
 

無
 

 

④
 
業
務

に
従

事
さ

せ
る

時
間

の
配

分
が
適

切
で

あ
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑤
 
入
国

後
講

習
の

期
間
中
に
業
務
に

従
事

さ
せ

て
い

な
い

こ
と
（
１
号
の
み
）。
 

有
 

・
 

無
 

 



⑥
 
安
全

衛
生

に
配

慮
し

て
適

切
に

業
務
を

行
わ
せ
て
い
る
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

待
遇
 

⑦
 
雇
用

契
約

に
基

づ
き

適
切

に
報

酬
を
支

払
っ
て
い

る
こ

と
。

 
有
 

・
 

無
 

 

⑧
 
労
働

時
間

を
適

正
に

記
録

し
て

お
り
、
認
定

計
画

と
異

な
る
労

働
時
間

と
な

っ
て

い
な

い
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑨
 
休
日

、
休

暇
等

を
適

切
に

付
与

し
て
い

る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑩
 
適
切

な
宿

泊
施

設
を

確
保

し
て

い
る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑪
 
技
能

実
習

生
が

負
担

す
る

食
費

、
居
住

費
等

が
適

正
な
も
の
で

あ
る

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

書
類
 

⑫
 
技
能

実
習

生
の

管
理

簿
を

適
切

に
作
成

し
て
い
る
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑬
 
認
定

計
画

の
履

行
状

況
に

係
る

管
理
簿

を
適
切
に
作
成

し
て
い

る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑭
 
業
務

・
指

導
内

容
を

記
録

し
た

日
誌
を

適
切

に
作

成
し
て
い

る
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

保
護
 

⑮
 
技
能

実
習

生
に

対
し

暴
行
・
脅

迫
・
監
禁

等
の
不
法

行
為
を
し

て
い
な
い
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑯
 
保
証

金
の

徴
収

・
違

約
金

を
定

め
る
契

約
等

を
し

て
い

な
い

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑰
 
預
金

通
帳

の
管

理
な

ど
不

当
な

財
産
管

理
を

行
っ

て
い

な
い

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑱
 
技
能

実
習

生
が

自
分

で
旅

券
・

在
留
カ

ー
ド

を
保

管
し

て
い

る
こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑲
 
技
能

実
習

生
の

私
生

活
の

自
由

を
不
当

に
制

限
し

て
い

な
い

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

そ
の

他
 

⑳
 
不
法

就
労

者
や

他
の

事
業
者
に
所

属
す

る
技

能
実

習
生

を
業

務
に
従

事
さ

せ
て

い
な

い
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

㉑
 

有
 

・
 

無
 

 

（
注
意

）
 

 
そ

の
他

の
㉑
の

欄
に
つ

い
て
は

、
①

か
ら
⑳

ま
で

の
ほ

か
に
、

技
能
実

習
責
任

者
及
び

技
能
実

習
指
導

員
か
ら

の
報
告

に
よ
り

監
査
し

た
事

項
に
つ

い
て
記

載
す
る

こ
と
。

 

 



３
 
技
能
実
習
生
と

の
面
談
に
よ
る
監
査
 
 

監
査

事
項
 

問
題

等
の

有
無
 

問
題

内
容
 

業
務
 

①
 
認
定

計
画

と
異

な
る

作
業
に

従
事
し

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

②
 
技
能

実
習

が
認

定
計

画
ど
お

り
に
進

捗
し

て
い

る
こ

と
。

 
 

有
 

・
 

無
 

 

③
 
他
の

事
業

主
の

下
で

業
務
に

従
事
し

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

④
 
入
国

後
講

習
の

期
間
中
に
業

務
に
従
事
し
て
い

な
い

こ
と

（
１
号
の
み
）。

 
有
 

・
 

無
 

 

⑤
 
安
全

衛
生

に
配

慮
し

て
適
切

に
業
務

を
行

っ
て

い
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

待
遇
 

⑥
 
雇
用

契
約

に
基

づ
き

毎
月
適

切
に
報

酬
を
受
け
取
っ
て
い
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑦
 
認
定

計
画

と
異

な
る

労
働
時

間
と
な

っ
て

い
な

い
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑧
 
休
日

、
休

暇
等

が
適

切
に
付

与
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑨
 
適
切

な
宿

泊
施

設
が

確
保
さ

れ
て
い

る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑩
 
技
能

実
習

生
が

負
担

す
る
食

費
、
居

住
費

等
が

合
意

し
た

と
お
り

の
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

保
護
 

⑪
 
暴
行

・
脅

迫
・

監
禁

等
の
不

法
行
為

を
受
け
て
い
な
い
こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑫
 
相
手

方
を

問
わ

ず
保

証
金
の

徴
収
・
違
約

金
を

定
め

る
契
約

等
が
な

い
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑬
 
預
金

通
帳

の
管

理
な

ど
不
当

な
財
産

管
理

を
受
け
て
い
な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑭
 
旅
券

・
在

留
カ

ー
ド

を
自
分

で
保
管

し
て

い
る
こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑮
 
私
生

活
の

自
由

を
不

当
に
制

限
さ
れ

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

そ
の

他
 

⑯
 
不
法

就
労

者
が

働
い

て
い
な

い
こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑰
 

有
 

・
 

無
 

 

（
注
意

）
 

そ
の
他
の

⑰
の
欄

に
つ

い
て

は
、

①
か

ら
⑯
ま

で
の
ほ
か

に
、
技

能
実
習

責
任
者

及
び
技

能
実
習

指
導
員

か
ら
の

報
告
に

よ
り
監

査
し
た

事
項
に

つ
い
て

記
載
す

る
こ
と

。
 

 



４
 
設
備
の
確
認
及

び
帳
簿
書
類
の
閲
覧
に
よ
る
監
査
 

監
査

事
項
 

問
題

等
の

有
無
 

問
題

内
容
 

業
務
 

①
 
認
定

計
画

と
異

な
る

作
業

に
従

事
さ
せ

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

②
 
技
能

実
習

が
認

定
計

画
ど

お
り

に
進
捗

し
て

い
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

③
 
他
の

事
業

主
の

下
で

業
務

に
従

事
さ
せ

て
い

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

④
 
業
務

に
従

事
さ

せ
る

時
間

の
配
分

が
適

切
で

あ
る

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑤
 
入
国

後
講

習
の

期
間
中
に
業
務
に

従
事

さ
せ

て
い

な
い

こ
と
（
１
号
の
み
）。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑥
 
安
全

衛
生

に
配

慮
し

て
適

切
に

業
務
を

行
わ
せ
て
い
る
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

待
遇
 

⑦
 
雇
用

契
約

に
基

づ
き

適
切

に
報

酬
が
支

払
っ
て
い

る
こ

と
。

 
有
 

・
 

無
 

 

⑧
 
労
働

時
間

を
正

確
に

記
録

し
て

お
り
、
認
定

計
画

と
異

な
る
労

働
時
間

と
な

っ
て

い
な

い
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑨
 
休
日

、
休

暇
等

を
適

切
に

付
与

し
て
い

る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑩
 
適
切

な
宿

泊
施

設
を

確
保

し
て

い
る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑪
 
技
能

実
習

生
に

負
担

さ
せ

る
食

費
、
居

住
費

等
が

適
正

な
も

の
で
あ
る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

書
類
 

⑫
 
技
能

実
習

生
の

管
理

簿
を

適
切

に
作
成

し
て
い
る
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑬
 
認
定

計
画

の
履

行
状

況
に

係
る

管
理
簿

を
適
切
に
作
成

し
て
い

る
こ

と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑭
 
業
務

・
指

導
内

容
を

記
録

し
た

日
誌
を

適
切

に
作

成
し
て
い

る
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

保
護
 

⑮
 
暴
行

・
脅

迫
・

監
禁

等
の

不
法

行
為
を

し
て
い
な
い
こ
と
。

 
有
 

・
 

無
 

 

⑯
 
保
証

金
の

徴
収

・
違

約
金

を
定

め
る
契

約
等

を
し

て
い

な
い

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑰
 
預
金

通
帳

の
管

理
な

ど
不

当
な

財
産
管

理
を

行
っ

て
い

な
い

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑱
 
技
能

実
習

生
が

自
分

で
旅

券
・

在
留
カ

ー
ド

を
保

管
し

て
い
る
こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

⑲
 
技
能

実
習

生
の

私
生

活
の

自
由

を
不
当

に
制

限
し

て
い

な
い

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 



そ
の

他
 

⑳
 
不
法

就
労

者
や

他
の

実
習
実
施
者

に
所

属
す

る
技

能
実

習
生

を
業
務

に
従

事
さ

せ
て

い
な

い
こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

㉑
 

有
 

・
 

無
 

 

（
注
意

）
 

 
そ

の
他

の
㉑
の

欄
に
つ

い
て
は

、
①
か

ら
⑳
ま

で
の
ほ

か
に
、

設
備
の

確
認
及

び
帳
簿

書
類
の

閲
覧

に
よ

り
監

査
し
た

事
項

に
つ

い
て

記
載

す
る
こ

と
。

 
  

５
 
宿
泊
施
設
そ
の

他
の
生
活
環
境
の
確
認
に
よ
る
監
査
 

監
査

事
項
 

問
題

等
の

有
無
 

問
題

内
容
 

待
遇
 

①
 
適
切

な
宿

泊
施

設
を

確
保

し
、
施

設
の
状

況
や

収
容

定
員

に
認

定
計
画

か
ら

の
変

更
が

な
い

こ
と

。
 

有
 

・
 

無
 

 

②
 
宿
泊

施
設

の
衛

生
状

況
等

の
生

活
環
境

が
適

切
に

整
備

さ
れ

て
い
る

こ
と
。
 

有
 

・
 

無
 

 

③
 

有
 

・
 

無
 

 

（
注
意

）
 

 
③

の
欄

に
つ
い

て
は
、

①
及
び

②
の
ほ

か
に
、

宿
泊
施

設
そ
の

他
の
生

活
環

境
の
確

認
に
よ

り
監
査

し
た
事

項
に
つ

い
て
記

載
す
る

こ
と

。
 

 ６
 
法
令
違
反
の
有

無
等
（
自
由
記
述
）
 

 

（
注
意

）
 

 
法

令
違

反
の
有

無
等
に

つ
い
て

記
載
す

る
こ
と

。
特
に

法
令
違

反
等
の

疑
い

が
あ
り

、
臨
時

に
監
査

を
行
っ

た
場
合

に
は
、

臨
時
の

監
査

に
至

っ
た
経

緯
を
含

め
詳
細

に
記
載

す
る
こ

と
。
 

 



７
 
そ
の
他
技
能
実

習
実
施
に
当
た
っ
て
の
問
題
、
課
題
等
（
自
由
記
述
）
 

 

（
注
意

）
 

 
技

能
実

習
を
実

施
す
る

に
当

た
っ
て

の
問

題
、

課
題
等

に
つ
い

て
、
自

由
に

記
載
す

る
こ
と

。
 

  
上
記
の
記
載
内
容

は
、
事
実
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
日
 
 
作
成
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
監
理
責
任
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○印

 


